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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定箇所に切欠き部が設けられた第１文字板と、
　この第１文字板の下側に配置されて前記切欠き部から露出する箇所に複数の機能表示部
が形成された第２文字板と、
　前記第１文字板と前記第２文字板との間に配置されて前記切欠き部に一部が露出し当該
第２文字板の上で回転することによって前記複数の機能表示部のうちの１つを選択的に指
示する機能指示部が形成された回転指示部材と、
　前記第２文字板の上部に設けられたカバー部材と、を備え、
　前記複数の機能表示部は前記回転指示部材よりも外方箇所に形成され、
　前記カバー部材は、前記回転指示部材の外周面に対峙して形成され、前記切欠き部を通
じて当該回転指示部材の外周面が視認されるのを防止するように前記第２文字板の上部に
設けられ、
　前記回転指示部材の表面には、前記複数の機能表示部に１対１で対応した複数の指標部
が形成され、
　前記第１文字板には、前記切欠き部とは異なる箇所に、前記機能指示部が前記複数の機
能表示部のうちの１つを指示した際に当該機能表示部に対応した前記指標部を露出させる
開口部又は他の切欠き部が形成されていることを特徴とする文字板構造。
【請求項２】
　前記第２文字板には、内周面が前記回転指示部材の外周面に対峙して形成され、前記開
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口部又は前記他の切欠き部において当該回転指示部材の外周面が視認されるのを防止する
他のカバー部材が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の文字板構造。
【請求項３】
　前記カバー部材は、前記第２文字板における前記切欠き部から露出する箇所に形成され
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の文字板構造。
【請求項４】
　前記回転指示部材の複数の指標部は、互いに異なる色によって形成されていることを特
徴とする請求項１から請求項３いずれか一項に記載の文字板構造。
【請求項５】
　請求項１から請求項４いずれか一項に記載の文字板構造を時計本体に備えたことを特徴
とする腕時計。
【請求項６】
　時計本体に時刻を指示する指針を有し、前記回転指示部材は前記指針の駆動軸を中心に
回転可能に構成されていることを特徴とする請求項５に記載の腕時計。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字板構造及び腕時計に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、アナログ式腕時計の文字板構造として、上文字板の一部に切欠き部を形成すると
ともに、上文字板と下文字板との間に副針（機能指示部材）を回転自在に配設し、下文字
板に前記切欠き部から露出するように複数の機能表示部を形成し、前記副針の針先によっ
て前記複数の機能表示部の１つを指示させるようにしたものが知られている（例えば、特
許文献１参照）。
　また、副針に代えて、上文字板の開口から露出する、矢印等の機能指示部を有する円盤
状指示部材を備える文字板構造も知られている（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２８１９６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、副針や円盤状指示部材はアルミニウムなどの金属の薄板を打ち抜くことによ
って形成されている。
　したがって、副針及び円盤状指示部材の外周面は粗くならざるを得ず、この、副針及び
円盤状指示部材の外周面が露出する場合には、見栄えが悪くなるという問題がある。
　一方で、副針及び円盤状指示部材の外周面の表面加工は、副針及び円盤状指示部材の厚
さが小さいので、難しいという問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に鑑みなされたもので、簡単な構成で、円盤状指示部材の
周辺の見栄えの向上を図ることができる文字板構造及び腕時計を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の文字板構造は、
　所定箇所に切欠き部が設けられた第１文字板と、
　この第１文字板の下側に配置されて前記切欠き部から露出する箇所に複数の機能表示部
が形成された第２文字板と、
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　前記第１文字板と前記第２文字板との間に配置されて前記切欠き部に一部が露出し当該
第２文字板の上で回転することによって前記複数の機能表示部のうちの１つを選択的に指
示する機能指示部が形成された回転指示部材と、
　前記第２文字板の上部に設けられたカバー部材と、を備え、
　前記複数の機能表示部は前記回転指示部材よりも外方箇所に形成され、
　前記カバー部材は、前記回転指示部材の外周面に対峙して形成され、前記切欠き部を通
じて当該回転指示部材の外周面が視認されるのを防止するように前記第２文字板の上部に
設けられ、
　前記回転指示部材の表面には、前記複数の機能表示部に１対１で対応した複数の指標部
が形成され、
　前記第１文字板には、前記切欠き部とは異なる箇所に、前記機能指示部が前記複数の機
能表示部のうちの１つを指示した際に当該機能表示部に対応した前記指標部を露出させる
開口部又は他の切欠き部が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、簡単な構成で、回転指示部材の周辺の見栄えの向上を図ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係るアナログ式腕時計の一実施形態を示した平面図である。
【図２】図１に示したアナログ式腕時計におけるＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図３】本実施形態のアナログ式腕時計の上文字板、下見切り板、円盤状指示部材及び下
文字板を分解して示した斜視図である。
【図４】図３に示した各部品を組み付けた状態の斜視図である。
【図５】図４における組立体のＶ－Ｖ線に沿った断面斜視図である。
【図６】図１に示したアナログ式腕時計における要部断面図である。
【図７】ストップウォッチとして作動させた複数の状態を示す文字板構造の平面図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る腕時計の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
　実施形態の腕時計１００はアナログ式腕時計であり、この腕時計１００は、図１及び図
２に示すように、時計本体を構成している腕時計ケース１を備えている。
　この腕時計ケース１の上部外周にはベゼル２が取り付けられている。また、この腕時計
ケース１の上端開口部には時計ガラス３がパッキン３ａを介して取り付けられている。さ
らに、この腕時計ケース１の下部には裏蓋４が防水リング４ａを介して取り付けられてい
る。また、この腕時計ケース１の外周部にはりゅうずＳＲ及び複数の押釦スイッチＳ１，
Ｓ２，Ｓ３等が取り付けられている。
【００１１】
　また、腕時計ケース１には、腕時計の１２時及び６時のそれぞれの方向に、腕時計バン
ド３０を取り付けるためのバンド取付部３１が設けられている。
【００１２】
　さらに、腕時計ケース１の内部には、時計モジュール６ａが設けられたハウジング６と
、図３に示す下文字板７、円盤状指示部材８、下見切り板９及び上文字板１０とが配置さ
れている。
【００１３】
　まず、上文字板１０について説明する。
　この上文字板１０は、例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）やアクリル（ＰＭＭＡ）など
の透明又は半透明の合成樹脂からなる。この上文字板１０には、図３から図５に示すよう
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に、軸挿入孔１０ａが形成されている。また、この上文字板１０には、時計の６時付近か
ら１０時付近の範囲に亘る切欠き部１１が形成されている。
　この切欠き部１１は、時計の６時の方向から上文字板１０の中心に向かって延びる辺１
１ａと、腕時計の１０時の方向から上文字板１０の中心に向かって延びる辺１１ｂと、上
文字板１０の直径方向に平行に延び辺１１ａと辺１１ｂとを結ぶ辺１１ｃとによって区画
形成されている。
　また、辺１１ｂの中央部には、切欠き部１１に向けて突出する三角状突起からなる機能
指示部（情報表示部）１２が形成されている。
　また、上文字板１０には、当該上文字板１０の中心と３時を表示する時字の中間位置に
開口部である円形の窓１３が形成されている。この窓１３の周縁部分は、上文字板１０の
表面から盛り上がった環状の見切り枠１４を構成している。この見切り枠１４は、例えば
、黄銅（Ｂｓ）などの銅合金や、アルミニウム（Ａｌ）などの金属からなる。
　また、上文字板１０には、時計の２時付近から４時付近の範囲に亘る切欠き部１５が形
成されている。この切欠き部１５は、時計の２時付近から上文字板１０の中心に向かって
延び見切り枠１４に至る辺１５ａと、時計の４時付近から上文字板１０の中心に向かって
延び見切り枠１４に至る辺１５ｂと、辺１５ａと辺１５ｂとを結ぶ見切り枠１４の外縁と
によって区画形成されている。
　なお、上記見切り枠１４には、時計の３時の方向に向けて凹となる切欠き部１４ａが形
成されている。また、上文字板１０の上には上見切り部材１９が設けられ、この見切り部
材４２には時字が設けられると共に、時字の周囲には、世界の各都市を表すワールドタイ
ム表示部（図示せず）が形成されている。
【００１４】
　次に、下見切り板９について説明する。
　この下見切り板９は、例えば、黄銅（Ｂｓ）などの銅合金や、アルミニウム（Ａｌ）な
どの金属からなる。そして、この下見切り板９はリング状に形成されている。この下見切
り板９の上には上文字板１０が載置され、この下見切り板９の下側には下文字板７が設け
られている。そして、この下見切り板９は上文字板１０と下文字板７とによって挟持され
、この状態で、上文字板１０のビス４０を下文字板７の雌ねじ部４１に螺合させることに
よって、下見切り板９に上文字板１０及び下文字板７が取り付けられている。この結果、
下見切り板９は、上文字板１０と下文字板７との間に所定の隙間を形成するスペーサとし
て機能している。
　また、この下見切り板９に取り付けられた上文字板１０及び下文字板７の間には、円盤
状指示部材８が配置されている。
【００１５】
　次に、下文字板７について説明する。
　この下文字板７は略円形に形成されている。この下文字板７は、例えば、ポリカーボネ
ート（ＰＣ）やアクリル（ＰＭＭＡ）などの透明又は半透明の合成樹脂からなる。この下
文字板７の中心には軸挿入孔７ａが形成されている。
　また、下文字板７の表面には見切り枠１６，１７が形成されている。この見切り枠１６
，１７は、例えば、黄銅（Ｂｓ）などの銅合金や、アルミニウム（Ａｌ）などの金属から
なる。
　このうち見切り枠１６は、下文字板７の中心側に向けて凹となるように円弧状に形成さ
れている。この見切り枠１６は、上文字板１０の切欠き部１１に相当する領域に、上文字
板１０の辺１１ａから辺１１ｂに亘って円弧状に形成されている。この見切り枠１６の内
周面の曲率半径は円盤状指示部材８の曲率半径よりも僅かに大きい程度である。この見切
り枠１６の形成位置は、図６に示すように、内周面が円盤状指示部材８の外周面に対峙す
る位置である。この見切り枠１６は、当該円盤状指示部材８の外周面や、下文字板７と上
文字板１０との隙間を腕時計ガラス３側から視認できないように機能する。
　一方、見切り枠１７は、下文字板７の中心側に向けて凹となるように三日月状に形成さ
れている。この見切り枠１７は、上文字板１０の見切り枠１４の下方となる領域に形成さ
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れている。この見切り枠１７の内周面の曲率半径は円盤状指示部材８の曲率半径よりも僅
かに大きい程度である。この見切り枠１７の形成位置は、内周面が円盤状指示部材８の外
周面に対峙する位置であり、且つ、見切り枠１４の一部が着座する位置である。この見切
り枠１７は、日窓用に時計の３時方向が切り欠かれている。この見切り枠１７は、当該円
盤状指示部材８の外周面や、下文字板７と上文字板１０との隙間を腕時計ガラス３側から
視認できないように機能する。
　また、下文字板７の表面には、見切り枠１６よりも当該下文字板７の半径方向外方位置
に、ストップウォッチ機能の中の細目機能を示す複数の機能表示部（情報表示部）である
「ＳＰＬ」４３ａ，「ＳＴＰ」４３ｂ，「ＲＵＮ」４３ｃが形成されている。この複数の
機能表示部は上文字板７の円周方向に沿って所定の間隔で形成されている。
　ここで、ＳＰＬはスプリット表示機能、ＳＴＰはストップ機能、ＲＵＮは積算時間計時
機能を意味している。
　なお、図１及び図３等において符号４３は複数の機能表示部の「ＳＰＬ」４３ａ，「Ｓ
ＴＰ」４３ｂ，「ＲＵＮ」４３ｃが形成された機能表示領域（情報表示領域）を指示して
いる。
【００１６】
　次に、円盤状指示部材８について説明する。
　この円盤状指示部材８は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）によって形成されている。こ
の円盤状指示部材８の中心には軸挿入孔８ａが形成されている。この軸挿入孔８ａの直ぐ
外側には円盤状指示部材８の中心をかなめとする扇型の孔８ｂが４個形成されている。こ
の孔８ｂを形成したのは、ソーラーパネル２０へ到達する光量を増大させるためである。
また、円盤状指示部材８の表面には外周部に複数の機能表示部（情報表示部）ＴＭ，ＳＴ
，ＴＲ，ＡＬ，ＷＴと、矢印からなる機能指示部（情報指示部）１８と、扇型の複数の指
標部（情報部）１９ａ，１９ｂ，１９ｃが形成されている。
　ここで、ＴＭは基本腕時計機能、ＳＴはストップウォッチ機能、ＴＲはタイマー機能、
ＡＬはアラーム機能、ＷＴはワールドタイム機能を意味している。
　また、指標部１９ａは黒色で形成され、円盤状指示部材８の矢印の機能指示部１８が下
文字板７のＳＰＬの文字を指示した際に上文字板１０の窓１３から露出する位置に形成さ
れている。
　また、指標部１９ｂは赤色で形成され、円盤状指示部材８の矢印の機能指示部１８が下
文字板７のＳＴＰの文字を指示した際に上文字板１０の窓１３から露出する位置に形成さ
れている。
　さらに、指標部１９ｃは青色で形成され、円盤状指示部材８の矢印の機能指示部１８が
下文字板７のＲＵＮの文字を指示した際に上文字板１０の窓１３から露出する位置に形成
されている。
　なお、指標部１９ａ，１９ｂ，１９ｃは色によって構成されなくてもよく、例えば、絵
柄又は文字等によって構成されていてもよい。
【００１７】
　また、腕時計ケース１の内部には、図２に示すように、ソーラーパネル２０が下文字板
７の下側に配置されている。このソーラーパネル２０は、腕時計ガラス３側からの外部光
を受光して起電力を発生させるものであり、発生した起電力は例えば二次電池の充電に使
用される。
　このソーラーパネル２０には軸挿入孔２０ａが形成されている。
【００１８】
　そして、このソーラーパネル２０の軸挿入孔２０ａ、下文字板７の軸挿入孔７ａ、円盤
状指示部材８の軸挿入孔８ａ、及び、上文字板１０の軸挿入孔１０ａには、腕時計ムーブ
メント６ａに連結された指針用の駆動軸５０が下方から挿入されている。この指針軸５０
の上文字板１０から上方に突出する部分には秒針２１、分針２２及び時針２３が取り付け
られている。また、ソーラーパネル２０の軸挿入孔２０ａ及び下文字板７の軸挿入孔７ａ
には、腕時計ムーブメント６ａに連結され指針用の駆動軸５０を内包する指示部材用の駆
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動軸５０ｄが下方から挿入されている。この軸筒５１には円盤状指示部材８が取り付けら
れている。
　この駆動軸５０は、図６に示すように、秒針軸５０ａ、分針軸５０ｂ、時針軸５０ｃ及
び機能指示部用の軸５０ｄから構成されている。これら軸５０ａ、５０ｂ、５０ｃ及び５
０ｄは入れ子式に配設された構造となっている。そして、秒針軸５０ａの上端には秒針２
１が、分針軸５０ｂの上端には分針２２が、時針軸５０ｃの上端には時針２３が、機能指
示部用の軸５０ｄには円盤状指示部材８がそれぞれ取り付けられている。
　この結果、指針である秒針２１、分針２２及び時針２３と円盤状指示部材８とは同一軸
心となっている指針用の駆動軸５０を中心として回転するように構成されている。
【００１９】
　次に、腕時計１００の機能モード切替の際の動作を図７に基づいて説明する。
　この機能モード切替に先立ち、腕時計１００が現在時刻を表示する基本腕時計機能モー
ドにあるときに、図１に示すりゅうずＳＲをプッシュすると、そのりゅうずＳＲをプッシ
ュする毎に、図３に示す円盤状指示部材８が予め決められた角度ずつ回転し、上文字板１
０の機能指示部１２がこの予め決められた角度ずつ回転する円盤状指示部材８の複数の機
能表示部ＳＴ，ＴＲ，ＡＬ，ＷＴ，ＴＭを1つずつ指示する。これにより、複数（この実
施の形態の場合は５つ）の機能表示部ＳＴ，ＴＲ，ＡＬ，ＷＴ，ＴＭのいずれかのモード
に切り替わり、使用しようとする機能モードの一つが設定される。
【００２０】
　次に、図７に従って、このようにして設定された機能モードのうちのストップウォッチ
機能モードを例に、その細目の機能モードを説明する。
　ストップウォッチ機能モードが設定されると、これに応答して、円盤状指示部材８が自
動的に回転し、それに設けられている機能指示部１８が下文字板７のＳＴＰを指示すると
ともに、上文字板１０の窓１３に赤色の機能表示部１９ｂが露出する。また、時針２３、
分針２２、秒針２１が０時０分０秒を指示する。この状態がストップウォッチ機能モード
の「初期」（ＲＥＳＥＴ）の状態を示す。
　この状態のもとで、図１に示す押釦スイッチＳ２をプッシュすると、当該押釦スイッチ
Ｓ２はＳＴＡＲＴスイッチとして機能するので、円盤状指示部材８が回転し、機能指示部
１８が下文字板７の「ＲＵＮ」４３ｃを指示するとともに、上文字板１０の窓１３に黒色
の機能表示部１９ａが露出する。また、同時に、時針２３、分針２２、秒針２１が運針動
作し始める。
【００２１】
　このＲＵＮ（ＳＴＡＲＴ）の状態から、再度、図１に示す押釦スイッチＳ２をプッシュ
すると、当該押釦スイッチＳ２はＳＴＯＰスイッチとして機能するので、円盤状指示部材
８が回転し、機能指示部１８が下文字板７の「ＳＴＰ」４３ｂを指示するとともに、上文
字板１０の窓１３に赤色の機能表示部１９ｂが露出する。また、同時に、運針動作中であ
った時針２３、分針２２、秒針２１が運針動作を停止する。時針２３、分針２２、秒針２
１は、分針、秒針、２０分の１秒をそれぞれ示す針となっているので、これら時針２３、
分針２２、秒針２１の運針動作により、押釦スイッチＳ２を最初に押圧操作した最初の時
点からの経過時間（積算時間）を経時的に指示する。この状態がストップウォッチ機能モ
ードの「ＳＴＯＰ」の状態を示す。
　次に、そのＳＴＰの状態から図１に示す押釦スイッチＳ１をプッシュすると、当該押釦
スイッチＳ１はＲＥＳＥＴスイッチとして機能するので、円盤状指示部材８の機能指示部
１８が下文字板７の「ＳＴＰ」４３ｂの位置を維持し、且つ、上文字板１０の窓１３に赤
色の機能表示部１９ａが露出したまま、時針２３、分針２２、秒針２１が動作して０時０
分０秒を指示する。これによりリセット状態となる。
【００２２】
　一方、図１に示す押釦スイッチＳ２を最初にプッシュしてＲＵＮ（ＳＴＡＲＴ）の状態
のもとで、図１に示す押釦スイッチＳ１をプッシュすると、当該押釦スイッチＳ１はＳＰ
ＩＬＩＴスイッチとして機能するので、円盤状指示部材８の機能指示部１８が下文字板７
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の「ＳＰＬ」４３ａを指示するとともに、上文字板１０の窓１３に青色の機能表示部１９
ｃが露出する。また、同時に、時針２３、分針２２、秒針２１は、分針、秒針、２０分の
１秒をそれぞれ示す針となっているので、これら時針２３、分針２２、秒針２１の運針動
作により、スプリットタイム（スタート地点から任意の地点までの経過時間）を指示する
。この状態がストップウォッチ機能モードの「ＳＰＩＬＩＴ」の状態を示す。
　そして、この状態で５秒間以上放置すると、ＳＰＬ機能が自動的に解除されて、ＲＵＮ
機能（ＳＴＡＲＴ機能）に戻り、円盤状指示部材８の機能指示部１８が下文字板７のＲＵ
Ｎを指示するとともに、上文字板１０の窓１３に黒色の機能表示部１９ａが露出する。ま
た、同時に、時針２３、分針２２、秒針２１は、分針、秒針、２０分の１秒をそれぞれ示
す針となっているので、これら時針２３、分針２２、秒針２１の運針動作により、押釦ス
イッチＳ２を最初に押圧操作した最初の時点からのトータルな経過時間（積算時間）を経
時的に指示する。
【００２３】
　この実施形態のアナログ式腕時計１００によれば次のような効果が得られる。
すなわち、円盤状指示部材８の外周面に内周面が対峙する見切り枠１６を下文字板７に形
成し、切欠き部１１において当該円盤状指示部材８の外周面の視認を阻害するようにした
ので、見栄えの向上を図ることができる。
　また、上文字板１０に形成された見切り枠１４の下側に、下文字板７に形成された見切
り枠１７を配設したので、窓枠１４の下側の隙間から円盤状指示部材８の外周面が露出す
ることがないので、その分も、見栄えの向上を図ることができる。
　さらに、見切り枠１４は、第２文字板７における切欠き部１１から露出する箇所に形成
され、円盤状指示部材８の全周囲を取り囲んでいないので、見切り枠１４によって光の透
過を妨げることが可及的に防止され、ソーラーパネル２０による充電が阻害されることが
可及的に防止される。
【００２４】
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
＜請求項１＞
　所定箇所に切欠き部が設けられた第１文字板と、
　この第１文字板の下側に配置されて前記切欠き部から露出する箇所に複数の機能表示部
が形成された第２文字板と、
　前記第１文字板と前記第２文字板との間に配置されて前記切欠き部に一部が露出し当該
第２文字板の上で回転することによって前記複数の機能表示部のうちの１つを選択的に指
示する機能指示部が形成された円盤状指示部材と、
　前記第２文字板の上部に設けられた見切り枠とを備え、
　前記複数の機能表示部は前記円盤状指示部材よりも外方箇所に形成され、
　前記見切り枠は、前記円盤状指示部材の外周面に対峙して形成され、前記切欠き部を通
じて当該円盤状指示部材の外周面が視認されるのを防止するように前記第２文字板の上部
に設けられていることを特徴とする文字板構造。
＜請求項２＞
　前記第２文字板の下側にはソーラーパネルが配置され、
　前記見切り枠は、前記第２文字板における前記切欠き部から露出する箇所に形成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の文字板構造。
＜請求項３＞
　前記円盤状指示部材の表面には、前記複数の機能表示部に１対１で対応した複数の指標
部が形成され、
　前記第１文字板には、前記切欠き部とは異なる箇所に、前記機能指示部が前記複数の機
能表示部のうちの１つを指示した際に当該機能表示部に対応した前記指標部を露出させる
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開口部又は他の切欠き部が形成され、
　前記第２文字板には、内周面が前記円盤状指示部材の外周面に対峙して形成され、前記
開口部又は前記他の切欠き部において当該円盤状指示部材の外周面が視認されるのを防止
する他の見切り枠が設けられていることを特徴とする請求項２に記載の文字板構造。
＜請求項４＞
　前記円盤状指示部材の複数の指標部は、互いに異なる色、絵柄又は文字によって形成さ
れていることを特徴とする請求項３に記載の文字板構造。
＜請求項５＞
　請求項１から請求項４いずれか一項に記載の文字板構造を時計本体に備えたことを特徴
とする腕時計。
＜請求項６＞
　時計本体に時刻を指示する指針を有し、前記円盤状指示部材は前記指針の駆動軸を中心
に回転可能に構成されていることを特徴とする請求項５に記載の腕時計。
【符号の説明】
【００２５】
１００　　腕時計
１　　腕時計ケース
７　　下文字板
８　　円盤状指示部材
１０　　上文字板
１１　　切欠き部
１３　　窓（開口部）
１５　　切欠き部
１６，１７　　見切り枠
１８　　機能指示部
１９ａ，１９ｂ，１９ｃ　指標部
２０　　ソーラーパネル
ＳＰＩ，ＳＴＰ，ＲＵＮ　　機能表示部
ＴＭ，ＳＴ，ＴＲ，ＡＬ，ＷＴ　機能表示部
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